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セミナーの概要  

遺産相続紛争事件には，様々な争点があります。今回は，まず遺

言作成時点の「遺言能力」が争点になった事例。遺言や生前贈

与を不服とした「遺留分」を巡る事例。近年の高齢化に伴い，被

相続人の介護を必要とする期間が長くなり，被相続人に対する療

養看護を「寄与分」として主張した事例を中心として，特に最近の

判例・裁判例を取り上げて解説をさせていただきます。 

裏返してみると，どんな相続対策が必要であったかというヒントが

きっと見えてくると思います。 

特別講座 

  ■ 日  時   ２０１５年５月２１日（木） 9時30分～11時40分 

  ■ 場  所  ウインクあいち  （名古屋市中村区名駅四丁目4-38 ） 

  ■ 聴講料  １０，０００円（＋税） 

  ■ 申込み  裏面申込書をＦＡＸにて 



　FAX以外の申込み（お問合せ先）

■メール：上記項目を記載して　info@lifetable.jp 　へお送りください。

■電 話 : 下記へご連絡下さい。（平日 9：30-18：00）

■郵 送 : 本紙コピーのうえ、封書にて受講申込書を下記へお送りください。

受　 講　 申　 込　 書 　　　　年　　　　月　　　　日　

受講日

申込講座名

ご連絡先

２０１５年５月２１日(木）　9:30～11:40

判例・裁判実務解説

遺言能力・遺留分・寄与分
ご年齢 ご職業

歳

　なし  ・  あり （ 初級講座 ・ ５０歳になったら相続学校 ・ 特別講座 ）

※本申込書が届きましたら、事務局から「受付確認書」をお送りします。　申込書送付後

受講歴

お名前

ふりがな

メール

メール

郵　送

　5日以上たっても連絡がない場合、恐れ入りますが電話にて確認をお願いいたします。

〒450－0002  名古屋市中村区名駅３丁目２２-８大東海ビル５階

株式会社ライフテーブル　相続学校なごや　係

０５２－５６１－３２１１

男　・　女

受付確認書

送付方法

FAX

〒

TEL.　　　　　　　　　　　　　FAX.　　

■お送りいただいた個人情報は厳重に管理し、相続学校なごやの受講に関してのみ使用させていただきます。

■複数名の場合はコピーしていただき、１名様１枚をＦＡＸにてお送りください。

携帯電話

FAX 050-3730-2802 
FAX  


